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市長所信表明（平成２８年３月）

おはようございます。

本日、平成２８年３月吉野川市議会定例会を招集いたしましたと
ころ、議員各位には御出席を賜りありがとうございます。

はじめに、「吉野川市人口ビジョン及び総合戦略」について申し
上げます。

東京圏への人口の一極集中と地方の人口減少が進行する中で、本
市は、若者から高齢者までが暮らしやすい「まちづくり」や、産業
の振興等により雇用につながる「しごとづくり」を進めるため、市
議会議員の皆様をはじめ、市民の皆様、有識者の皆様など、多くの
方々からご意見やご提言をいただき、去る２月１日に、本市の２０
６０年度の人口目標を３万人とした「吉野川市人口ビジョン」と、
これを実現するための、平成３１年度までの「吉野川市まち・ひと
・しごと創生総合戦略」を策定しました。

今後は、この戦略に沿って、国の交付金を最大限活用しながら、
本市の地域特性に合った先駆的かつ実効性の高い事業を積極的に展
開し、「地域の稼ぐ力」、「地域の総合力」、「民の知見」等を引き出
し、本市の地方創生を更に深化させてまいりたいと考えていますの
で、議員各位の御理解、御支援を賜りますようお願い申しあげます。

次に、「総合計画」について申し上げます。

平成１７年度に策定した総合計画は、前期・後期合わせて１０年
を計画期間としており、「後期計画」が平成２７年度で終了いたし
ます。

本市の総合計画は、行政各分野の施策を網羅していますが、近年、
多くの行政分野において、個別計画の策定が義務づけられており、
専門家や市民の意見を反映しながら個別計画を策定し、施策・事業
の推進を図っております。

また、先程、御説明したとおり、主要な行政課題について具体的
な施策と目標を定めた総合戦略を策定いたしました。

さらに、地方自治法による市町村の基本構想策定義務は、平成２
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３年５月の法の改正により、廃止されたところでございます。

こうしたことから、屋上屋を重ねる新たな総合計画は策定せず、
おくじようおく

各個別計画や総合戦略などの指針となり、本市のまちづくりの基本
となる方針・方向性を示して、施策の推進を図ることとしておりま
す。

次に、「人事院勧告に伴う給与改定」について申し上げます。

本年度の人事院勧告につきましては、月例給、ボーナスともに引
上げ勧告がなされました。

具体的には、民間との較差解消を図るため、月例給は０．３６％、
ボーナスは０．１カ月、それぞれ引き上げるという内容となってお
ります。

本市におきましては、月例給は全職員平均で、約５８２円を引き
上げることといたしました。

また、国の特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法
律が成立したことに伴い、特別職及び議員各位の期末手当をそれぞ
れ０．０５カ月引き上げることとしております。

関係条例及び予算につきましては、本定例会に提案させていただ
いております。

それでは、最近の市政の動きについて、申し上げます。

まず、「こども園整備の推進」についてであります。

次代を担う子どもたちの心豊かな成長と幼児教育の連続性を確保
するため、幼保一体化を促進し、既存園の運営面の改善とあわせ、
公立および民間活力を生かした認定こども園の施設整備を計画的に
進めてまいります。

山川西部地区と美郷地区については、小学校再編とともに保育所
２ヵ所と幼稚園４ヵ所を再編・統合した「高越こども園（仮称）」
の整備を進めております。

山川東部地区については、「私立（わたくしりつ）山川東保育所」
と「市立山瀬幼稚園」を再編・統合した、民間法人による整備を進
めております。
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鴨島西部地区については、民間法人による保育所整備を進めてお
り、あわせて幼保再編の検討も進めてまいります。いずれの地区も、
開園時期は、平成３０年４月の開園を目指しております。

鴨島東部地区については、学校再編計画に関連し、幼保再編と「認
定こども園」の計画について説明会を開催いたしましたところ、多
くの出席者から、子育て環境の充実のため、「こども園」の整備を
早期に進めるべきとの御意見をいただきました。

こうした状況を踏まえ、検討を重ねた結果、鴨島東部地区では学
校再編と幼保再編を切り離し単独で「認定こども園」を整備し、平
成３１年４月の開園を目指すことといたしました。整備場所につき
ましては、早急に候補地の選定を進めてまいりたいと考えておりま
す。

次に、「中心市街地活性化の推進」についてであります。

昨年１２月下旬に検討懇話会を立ち上げ、旧麻植協同病院跡地の
利活用を重点課題として、鴨島駅周辺における商業振興や居住空間
の充実を図り、活力と賑わいを再生していくための協議を重ねてま
いりました。

また、市民と行政の協働によるまちづくりを進めるため、検討懇
話会とは別に地権者や商業者、市民やＮＰＯの方々に参集いただき
ワークショップ（３回）を開催し、
○ 鴨島駅周辺地区の魅力、課題や将来像について
○ 鴨島駅周辺地区の整備の在り方について
○ まちづくりの進め方について

などの意見交換・集約を行ってまいりました。

今後、検討懇話会では、ワークショップによる検討結果を踏まえ、
整備の進め方等について協議するとともに旧麻植協同病院跡地の利
活用を含めた鴨島駅周辺のまちづくりを具体化するための都市再生
整備計画の内容を検討してまいりたいと考えております。

次に、「小・中学校における夏季休業日の変更（短縮）」について
であります。

現行の学習指導要領においては、総授業時数や指導内容が増加す
るなど、教育課程の充実が図られており、児童生徒がゆとりをもっ
て学習できる時間の確保が課題となっております。



- 4/18 -

こうしたことから、平成２８年度より市立幼稚園、小学校、中学
校において、夏季休業期間を７月２１日から８月２６日までとする
５日間の短縮を行い、それによって、授業時数や教員が子どもと向
き合う時間を確保し、児童・生徒の確かな学力、豊かな心、健やか
な体の調和のとれた「生きる力」の育成を図ることができるものと
考えております。

以下、当面の市政運営に関して申し上げます。

１点目は、「次代を担う子どもたちの育成」についてであります。

まず、「子育て環境の充実」についてであります。

若い世代が、安心して子どもを生み、育てることができ、皆様か
ら「子育てのまち」として、しっかり評価いただけるよう、子育て
と仕事の両立の支援や、地域全体で子どもたちの成長を見守る環境
整備など、一層の充実に努めてまいります。

その一つとして、「病児・病後児保育事業」の対象者をこれまで
の「小学校３年生までの児童」から「小学校６年生までの児童」に
拡大いたします。

続いて、放課後児童クラブを利用する「ひとり親世帯」への支援
として、保育料に減免制度を設けることといたします。

加えて、放課後児童クラブにおいて、平日の保育時間を午後６時
３０分を超えて長時間実施し、かつ新たな事業を実施するクラブへ
の支援として、補助金を追加するとともに、利用者の増加により、
分割するクラブには、支援員を増員し、児童が安全に過ごせる環境
づくりに取り組んでまいります。

また、平成２８年度より、県において、第３子以降等を対象とし
た放課後児童クラブの利用料軽減事業が創設されましたので、適切
に対応してまいりたいと考えています。

さらに、鴨島児童館に駐車場を整備し、利用者が安全に施設を利
用できるようにいたします。

こうした取り組みを通じ、今後においても、地域の子育て力を結
集し、安心して子どもを産んで育てられる環境を整えてまいります。
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次に、「ＩＣＴを活用した教育の充実」についてであります。

子どもたちに２１世紀を生き抜く力をしっかりと身に付けさせる
ためには、子どもたちの将来を見据え、教育の情報化を通じた新た
な学びを推進することが必要であると考えております。

本市では、学校のＩＣＴ環境整備について、これまでも取り組ん
でまいりましたが、さらに良好で質の高い学びを実現するため、平
成２８年度は、全小・中学校に最大学級人数分のタブレット型パソ
コンを導入し、中学校普通教室にプロジェクターを設置します。

さらに、教科指導に有効的なデジタル教科書を導入するなど、Ｉ
ＣＴを効果的に活用し、児童生徒の学習意欲、思考力、表現力を高
める授業や子どもたちが主体的に学習する「新たな学び」を創造す
ることを目指してまいります。

子どもたちの情報活用能力を育成するとともに、学力向上につな
がる「わかりやすく・深まる授業」を実現するため、２１世紀にふ
さわしい教育環境の整備を図り、吉野川市の特色ある学校教育を推
進してまいります。

次に、「英語教育の充実」についてであります。

急速に進むグローバル社会の中で、子どもたちに求められる力も
大きく変化しております。これからは、これまで以上に英語力を身
に付けていることで可能性を広げることができる時代であり、ふる
さとへの愛着と誇りを育みながら、国際社会で活躍できる人材を育
成することは、子どもたちはもちろんのこと、市民の夢と希望につ
ながるものと考えております。

本市教育振興計画においても、児童生徒一人一人の未来を切り拓
く力を育成するため、グローバル化に対応した教育の推進を掲げ、
英語教育の充実を目指しているところでございます。

さらに、２０２０年東京オリンピック・パラリンピックを見据え、
新たな英語教育の在り方が提示される中、児童生徒の英語力の向上
を図るため、次の２つの事業に取り組んでまいります。

まず、現在４名体制の外国語指導助手を１名増やし、学校への配
置を拡充しながら、小・中学生の英語によるコミュニケーション能
力の向上に取り組むこととしております。
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また、中学校では、「実用英語技能検定」を積極的に活用し、生
徒が英語への関心・意欲、技能を高めながら資格取得をめざすとと
もに、生徒の英語力を検証し、英語教員の指導改善に活用できるよ
う、検定料の一部を補助してまいります。

外国語指導助手、検定試験、さらにＩＣＴを効果的に活用するこ
とで、英語教育をより一層推進し、世界に通用する人材の育成を目
指してまいります。

２点目は、「安全・安心なまちづくり」についてであります。

まず、「災害医療プロジェクト推進事業」についてであります。

近年の異常気象や南海トラフの巨大地震などの大規模災害を想定
し、医学的管理を必要とする要配慮者に対して、災害時の医療を速
やかに行うため、ネットワーク構築を目的とした災害医療プロジェ
クト推進事業を実施いたします。

具体的には、災害時に使用する発電機、簡易ベッド、簡易担架な
どの医療器具を購入・備蓄し、市医師会・吉野川医療センター等関
係機関との情報共有や支援ネットワークで速やかに平時に近い支援
ができるよう県の助成を受け実施するものであります。

このことにより、要配慮者を取り巻く災害時の際の心配事などを
払拭し、安心した日常生活が送られるものと考えております。

次に、「防災行政無線整備事業」についてであります。

現在、運用中の防災行政無線の屋外拡声器は、聞こえにくい地域
があることから、平成２８年度は、山川の川田及び東麦原地区・美
郷の湯下及び下浦地区の４カ所で整備を行ってまいります。

この防災行政無線は、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）と連
動しており、情報が入った際には、国が直接自動起動させ、津波警
報、緊急地震速報、弾道ミサイル発射情報等を住民に瞬時に伝達し、
迅速な避難行動を促すことができます。

また、災害時の避難勧告などの災害情報も迅速に市民の皆様に伝
えることができますので、この増設により、情報伝達の強化が図れ
るものと考えております。
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次に、「吉野川市総合防災訓練」についてであります。

本年１１月１３日に、美郷地区において、地震災害等を想定した
吉野川市総合防災訓練を「県消防・防災航空隊」、「陸上自衛隊」、「警
察署」、「市医師会」、「消防団」、「自主防災組織」などに御参加いた
だき、実施いたします。

今回の訓練は、地域の防災力の向上を目的に、山間集落地域にお
ける「自助・共助・公助」による震災対応を訓練テーマとして掲げ
ております。

また、多くの市民の方に訓練に参加していただき、より実践的な
訓練を行い、参加者一人一人がいかに備え、災害発生時に何をすべ
きかを考えていただく機会となるよう工夫をし、「防災体制の充実」、
「市民の防災意識の高揚」を図ってまいります。

３点目は、「豊かな人間性をはぐくむまちづくり」についてであ
ります。

まず、「川島公民館・図書館駐車場整備」についてであります。

川島公民館の駐車場は、隣接する川島図書館の駐車場も兼ねてお
り、公民館事業の開催時には、駐車場が不足していたため、閉園し
た川島幼稚園跡地の有効活用も含め、当該跡地を駐車場として整備
を行っております。

昨年、園舎を解体し、自然転圧のため半年間の期間をあけ、現在、
舗装・外構工事を施工しており、本年４月末には駐車場として整備
が完了する予定であります。

完成後は、川島公民館の利便性が向上するとともに、地域の避難
拠点としての施設整備が図られ、安心安全の確保につながるものと
考えております。

次に、「文化財の継承」についてであります。

現在、市指定文化財等の一斉調査を実施しており、文化財として
の保存状況・伝承状況の確認作業を進めているところであります。

文化財は、歴史ある地域資源であり、地域の中でどう活かすかを
念頭に置きつつ、調査結果を取りまとめ、平成２８年度において市
内文化財案内冊子を作成することとしております。
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このことにより、文化財としての価値及び魅力をより多くの市民
等の方に知ってもらうことができ、加えて、郷土愛の醸成、地域ア
イデンティティの構築、地域の活性化が図られ、地方創生に寄与で
きるものと考えております。

４点目は、「地域の活性化」についてであります。

まず、「観光力の推進」についてであります。

平成２９年に開催される「えひめ国体」や平成３０年の「ベート
ーベンの第九初演１００周年」などを背景に、平成２９年４月から
６月までの３か月間、四国４県において「四国デスティネーション
キャンペーン」が実施されることとなりました。

この催しは、ＪＲグループ旅客６社と地元自治体が協働で観光素
材の発掘や発信を行う大型観光キャンペーンで、過去の実績からも
観光入れ込み客数の増加が見込まれております。

キャンペーンの実施にあたり、本市では美郷地区において取り組
んでいる”体験”や”グルメ”といった着地型観光イベントに関す
る情報発信を積極的に行うこととし、キャンペーンを契機として継
続的な誘客の増加につながるよう努めてまいります。

また近年、日本文化への関心の高まりにより海外からの観光客が
年々増加しており、海外向けの観光情報を提供することが従来にも
増して重要となっております。

このため、本市の情報提供の基本ツールとなる観光パンフレット
をリニューアルするとともに、情報の多言語化に取り組むなど、イ
ンバウンド観光に対応した効果的な情報発信を行ってまいります。

次に、「商業地域活性化支援事業」についてであります。

空き店舗が増えた「ＪＲ鴨島駅前商店街」に少しでもにぎわいを
取り戻すため、平成２５年度に、商店街にある空き店舗を利用し新
たな事業を始める方を対象に改装費及び家賃の一部を助成する「Ｊ
Ｒ鴨島駅前商店街活性化モデル事業」を創設いたしました。

こうした中、昨年の５月には駅前中心市街地の公共的施設でもあ
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ったＪＡ厚生連「麻植協同病院」が吉野川遊園地跡地へ移転し、中
心市街地の更なる空洞化が懸念されているところでございます。

このような状況を踏まえ、活性化モデル事業を発展的に解消し、
助成対象区域を従前の鴨島駅前商店街エリアから麻植協同病院跡地
を含む都市計画用途地域の商業地域まで拡大するなど一部補助要件
を緩和した「商業地域活性化支援事業」として取り組むことといた
しました。

この支援事業の実施により、さらに空き店舗への出店を促し、鴨
島駅前商業地域の振興、及びまちのにぎわい創出の一助にしてまい
りたいと考えております。

次に、「都市計画用途地域の見直し」についてであります。

本市では平成８年以降、用途地域の見直しは行われておらず、土
地利用や社会情勢の変化に対応しているとは言いがたい状況にござ
います。

現在、今後５カ年を期間とする総合戦略の策定、施策の推進、ま
た、平成２９年度をめどに徳島東部都市計画区域マスタープランの
見直しが、進められており、この状況を踏まえ、土地利用計画上の
諸課題に対応した見直しの検討を行ってまいりたいと考えておりま
す。

都市計画は、土地資源を有効に活用・配分し、都市の健全な発展
と秩序ある整備を図るための計画でありますが、その中でも、用途
地域は土地利用の最も基本的な枠組みを定めるものであるため、地
域の実情に応じたきめ細かな土地利用を誘導し、望ましい都市づく
りを実現してまいりたいと考えております。

５点目は、「鴨島閉鎖処分場公園整備」についてであります。

永年ごみの最終処分場として利用し、その後、平成１６年度に適正閉
鎖いたしました現在の鴨島町一般廃棄物閉鎖最終処分場は、毎年水質
検査等を行ってまいりました。

その結果、近年安定した数値となってきたことから、地元自治会からの
要望等を踏まえ、公園整備を実施し、本年３月末に完成する運びとなって
おります。

この公園は、芝生広場をメーンに、トイレ・複合遊具・健康遊具・遊歩道
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などを配置し、芝生広場においては、少年サッカーやグランドゴルフ等
に、複合遊具・健康遊具は小さな子供から高齢者の方まで幅広く利用で
きる施設となっております。

遊歩道は散歩やジョギングなどに御利用いただき、健康意識の向上、
地域コミュニティの結びつきの強化など、世代を超えた地域の交流の場と
なることを期待しているところでございます。

６点目は、「健康で快適に暮らせるまちづくり」についてであり
ます。

まず、「保健予防対策の充実」についてであります。

市民一人一人の健康を守るためには、病気の早期発見、早期治療
といった２次予防にとどまらず、健康を増進し、積極的に疾病を予
防していくという１次予防の考え方に基づいた保健予防対策を推進
していくことが必要であり、今後その重要性はますます高まってい
くものと認識しております。

このような認識のもと、従来からの高齢者インフルエンザ予防接
種事業に加え、新たな制度として、６ヶ月児から小学校６年生まで
を対象に、インフルエンザ予防接種１回当たり１，０００円を助成
する「子どもインフルエンザ予防接種助成事業」を実施いたします。

さらに、がん対策の新たな取り組みとして、中学生を対象とした
「ピロリ菌検査事業」を実施し、検査の結果により、陽性者および
保護者や家族に対し、適切な保健指導を行ってまいります。

これらの事業の実施により、市民への健康の保持増進につながり、
保健予防対策の充実、あるいは、子どもの保険医療費の抑制や子育
て世帯の負担軽減、あわせて子育て環境の充実が図られるものと大
いに期待しております。

次に、「要支援高齢者向け地域支援事業」についてであります。

介護保険法改正等により、要支援に認定された方が受けられていた介
護予防給付のうち、訪問介護と通所介護については、平成２８年度から
市の地域支援事業に移行いたします。

このことにより、平成２８年４月以降に要支援認定の失効された方か
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ら、順次、地域支援事業の適用となりますが、これらは市の事業として継
続して実施いたしますので、日常生活自立度などの状態が同程度であれ
ば、これまでと同様のサービスが受けることができます。

また、生活支援体制の整備については、生活支援コーディネーターを
中心として、様々な職種の方による協議体を設置し、その中で必要な検
討を行いながら、高齢者が可能な限り在宅での生活が継続できるよ
う、適切な介護サービス等の提供について努めてまいります。

７点目は、「簡素で効率的な行政基盤の確立」についてでありま
す。

まず、「公共施設等総合管理計画策定」についてであります。

本市の公共施設については、築後２０年以上経過したものが、大
半で、不具合が生じた箇所を修繕・改修する「事後保全」で対応し
てまいりましたが、適切な修繕・改修の時期を逸すこともあるため、
時間と費用の増大が課題となっております。

厳しい財政状況が続く中で、早急に全庁的な視点で公共施設等の
現状を分析し、総合的・中長期的な視点をもって、更新・統廃合・
長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担の軽減・平準化
と、公共施設等の最適な配置をすることが必要となっております。

このため、今年度調査をしております固定資産台帳の整備の成果
をもとに、平成２８年度から、施設の維持管理計画と長期的な視点
に立った財政運営の継続性を合わせ持った「公共施設等総合管理計
画」の策定に取り組んでまいります。

次に、「公営企業会計移行に係る進捗状況」についてであります。

上・下水道事業につきましては、平成３０年度からの「地方公営
企業法」の全部適用を目指して移行作業を進めております。

現在は、主に下水道事業に係る公営企業会計に不可欠となる固定
資産台帳の整備を業務に精通した業者の支援を受けながら進めてお
ります。

また、すでに公営企業として運営しています上水道事業につきま
しては、平成２９年度から「簡易水道事業」を統合し、安全で良質
な水を安定供給できるよう給水事業全体の効率性と持続可能性を高
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め、より一層の経営の健全化に努めてまいります。

今後、予定しております工程に沿いまして、会計処理システムな
ど関連システムの構築、新たな料金体系を検討するための経営シミ
ュレーション、法適用に伴う条例・規則の制定、改正などの関連事
務・手続きを含む移行業務に取り組んでまいります。

以上、市政に対する所信の一端を申し上げました。

地方創生にかかる施策の展開は、独自のまちづくりのアイデアを
行動力と実行力で実現でき、魅力あるまちづくりを進めるチャンス
であると、私は捉えております。

この吉野川市が、自らが進むべき未来をしっかりと見据え、全国
に誇れる地方創生のモデルとなるようなまちづくりの推進に全力で
取り組んでまいりますので、

議員各位をはじめ、市民の皆様の御理解、御協力を心よりお願い
申し上げます。
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次に、今定例会に提出いたしております案件につきまして、概要
を御説明申し上げます。

今議会に提出しております案件は、「専決処分」の承認案件が１
件、条例の制定５件、廃止２件、一部改正２４件の条例に関する案
件が３１件、一般会計（第５号）及び特別会計等の「平成２７年度
補正予算」に関する案件が１４件、「平成２８年度当初予算」に関
する案件が９件、市道路線の認定に関する案件が１件、工事変更請
負契約の締結についての案件が１件の計５７件でございます。

まず、報第１号
「税条例等の一部を改正する条例」の一部を改正する条例の専決

処分については、
平成２８年度与党税制改正大綱において、

一部の手続における個人番号の利用の取扱いを見直す方針が示され、
平成２８年１月以後に納税義務者等から提出される一部の書類につ
いて、個人番号の記載を要しないこととされたことに伴い、
専決処分いたしましたので、議会に報告し、承認をお願いするもの
です。

次に、
議第１号から議第３１号までは、「条例関係議案」です。

議第１号「行政不服審査会条例」は、
行政不服審査法の全部が改正され、
審査請求に係る裁決を点検するために、
第三者機関への諮問手続が導入されたことに伴い、
「行政不服審査会」を設置するため、必要な事項を定めるものです。

議第２号「職員の退職管理に関する条例」は、
地方公務員法の一部が改正され、
新たに地方公務員の退職管理に関する規定が設けられたことから、
その趣旨に照らし、働きかけ規制・及び・再就職情報の届出の義務
付けについて、必要な事項を定めるものです。

議第３号「職員の自己啓発等休業に関する条例」は、
地方公務員法の規定に基づき、
大学等における課程の履修・又は・国際貢献活動のための休業制度
について、必要な事項を定めるものです。

議第４号「職員の配偶者同行休業に関する条例」は、
地方公務員法の規定に基づき、
外国等で勤務する配偶者と生活を共にすることを可能とする休業制
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度について、必要な事項を定めるものです。

議第５号「行政不服審査関係手数料条例」は、
行政不服審査法の全部が改正され、
処分庁等から審査庁へ提出された書類等について、
写しの交付を受けることができることとなったため、
当該写しの交付に係る手数料の額その他の事項を定めるものです。

議第６号「情報公開条例の一部改正」及び
議第７号「個人情報保護条例の一部改正」は、

行政文書の公開請求・及び・個人情報の本人開示請求に係る
審査請求について、国の制度と同様に、
行政不服審査法の規定に基づく審理員制度を適用しないこととする
ほか、行政不服審査法の全部改正に伴う所要の整備を行うものです。

議第８号「固定資産評価審査委員会条例の一部改正」は、
行政不服審査法の全部が改正されたことに鑑み、
書面等の交付に係る手数料の額を定めるなど、
所要の改正を行うものです。

議第９号「職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正」は、
地方公務員法の一部が改正されたことに伴い、
所要の整理を行うものです。

議第１０号「議会議員の議員報酬、費用弁償・及び期末手当に関
する条例の一部改正」から
議第１３号「職員の給与に関する条例の一部改正」までについて

は、
国の特別職の職員の給与に関する法律の一部が改正されたこと・及
び・徳島県人事委員会勧告等に鑑み、給与表の改定等、所要の改正
を行うものです。

なお、これら４件の給与関連の条例は、事案の性格上、本日、先
議をお願いするものであります。

議第１４号「職員の給与に関する条例の一部改正」は、
地方公務員法・及び・行政不服審査法が改正され、
条例で、給与表の等級別の分類の基準となる職務内容を示した
「等級別基準職務表」を定めることとされたこと等に伴い、
所要の改正を行うものです。

議第１５号「職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正」は、
職務の特殊性に関する必要性・及び妥当性を検証するとともに、
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他団体との均衡を図るため、手当の種類及び額の見直しを行うもの
です。

議第１６号「税条例の一部改正」は、
減免申請期限の取扱に関する総務省通知に鑑み、
市税に係る減免の申請期限を
「納期限前７日」から「納期限」に改めるものです。

議第１７号「行政財産使用料条例の一部改正」は、
徳島県及び県内の市町村の状況に鑑み、
電柱等の設置に係る行政財産の使用料に関し、
所要の規定を設けるものです。

議第１８号「地域福祉基金条例の一部改正」は、
地域福祉の向上を目的とした様々なニーズに対応し、
地域における保健福祉事業を推進するため、
地域福祉基金の用途を拡大するとともに、処分に関する規定を定め
るものです。

議第１９号「川島財産区管理会条例の廃止」は、
本年３月３１日をもって川島財産区を廃止することに伴い、
本条例を廃止するものです。

議第２０号「幼稚園保育料等徴収条例の一部改正」は、
平成２８年度から夏休みが短縮されることに伴い、
当該短縮される期間に係る預かり保育料について、所要の改正を行
うものです。

議第２１号「保育所条例の一部改正」は、
平成２８年度から鴨島西保育所を閉所することに伴い、
所要の改正を行うものです。

議第２２号「在宅介護支援センター条例の廃止」は、
先の１２月定例会において議決いただきましたとおり、
在宅介護支援センターを社会福祉法人博友会に譲渡し、民営化する
ことに伴い、同条例を廃止するものです。

議第２３号「国民健康保険税条例の一部改正」は、
減免申請期限の取扱に関する総務省通知に鑑み、
国民健康保険税に係る減免の申請期限を
「納期限前７日」から「納期限」に改めるものです。
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議第２４号「共同利用農機具施設条例の一部改正」は、
利用実態のない山田南部共同利用農機具施設を廃止するとともに、
所要の改正を行うものです。

議第２５号「公園条例の一部改正」については、
新たに岡原多目的緑地公園を整備することに伴い、
所要の整備を行うものです。

議第２６号
「企業職員の給与の種類・及び・基準に関する条例の一部改正」は、
職員の自己啓発等休業及び配偶者同行休業の制度が創設されたこと
等に伴い、所要の改正を行うものです。

議第２７号
「消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正」
は、
消防団員の定員について、分団の解散その他の事情に鑑み、
実態に即した定数に改めるものです。

議第２８号
「人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正」は、
地方公務員法・及び・行政不服審査法が改正されたことに伴い、
人事行政の運営の状況に係る任命権者の報告事項を改めるなど、
所要の改正を行うものです。

議第２９号
「指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準
・を定める条例の一部改正」及び
議第３０号

「指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営・並
びに・指定地域密着型介護予防サービス事業に係る・介護予防のた
めの効果的な支援の方法に関する基準・を定める条例の一部改正」
は、
介護保険法施行規則等の一部が改正され、
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
等について、省令に定められた基準に合わせた改正を行うものです。

議第３１号
「保育の必要性に係る認定の基準に関する条例の一部改正」は、
職業能力開発促進法の一部が改正されたことに伴い、
所要の整理を行うものです。
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次に、「平成２７年度補正予算案」です。

議第３２号「一般会計・補正予算（第５号）」から
議第３７号「農業集落排水事業・特別会計・補正予算（第１号）」

までは、
「一般会計」、「国民健康保険・特別会計」、
「介護保険・特別会計」、「公共下水道事業・特別会計」、
「特定環境保全・公共下水道事業・特別会計」、「農業集落排水事業
・特別会計」の６つの会計について、
給与改定に伴う財源調整を行うため、所要の補正を行うものです。

なお、これらの補正予算は、先ほどご説明申し上げた給与関連条
例の施行に伴う人件費の補正であることから、本日、先議をお願い
するものであります。

議第３８号「一般会計・補正予算（第６号）」は、
各事業における実績に伴う不用額・不足額を調整する一方、
情報セキュリティ強化対策費及び
年金生活者等支援臨時福祉給付金事業費などの追加により、
５億６，０８３万６千円を増額し、
補正後の予算総額を、２０３億１，１８５万９千円とするものです。

議第３９号から議第４５号は、
「国民健康保険・特別会計」、「後期高齢者医療・特別会計」、
「介護保険・特別会計」、「公共下水道事業・特別会計」、
「特定環境保全・公共下水道事業・特別会計」、「農業集落排水事業
・特別会計」「簡易水道事業・特別会計」の７つの特別会計につい
て、事業費の確定等により、所要の補正を行うものです。

次に、議第４６号から議第５４号までは、
「平成２８年度当初予算案」です。

議第４６号「一般会計予算」につきましては、
予算額、１９８億９，８４９万円で、
前年度比 ９億１，２０６万９千円、４．８％の増となっています。
これは、
高越（こうつ）小学校・こども園整備事業、山瀬地区認定こども

園整備事業、子どもインフルエンザ予防接種助成事業、公営住宅等
ストック総合改善事業、中心市街地まちづくり計画策定事業など、
各施設・設備の整備などの増額予算がある一方、
公的病院の産科分娩再開支援事業、鴨島閉鎖処分場公園整備事業

などの減額予算によるものです。
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議第４７号から議第５３号は、「国民健康保険・特別会計」、
「後期高齢者医療・特別会計」、「介護保険・特別会計」、
「公共下水道事業・特別会計」、「特定環境保全・公共下水道事業・
特別会計」、「農業集落排水事業・特別会計」、「簡易水道事業・特別
会計」の７つ特別会計について、それぞれの事業費の当初予算につ
いて、所要の計上を行っております。

議第５４号「水道事業会計予算」は、
地方公営企業法適用支援業務、給水車の購入などの経費として、
収益的支出で、５億８，６１２万１千円、
資本的支出で、７億７，１０１万５千円を計上しています。

議第５５号は、
「中郷（なかごう）９号線」の市道・路線の認定を行うものです。

議第５６号は、
「岡原多目的緑地公園整備工事（土木）変更請負契約の締結につい
て」議会の議決を求めるものでございます。

以上、概略の説明を申し上げましたが、十分御審議の上、原案ど
おり御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。


